
会則・同窓会総会・同窓会ニュース 変更事項について 

 

１．「同窓会ニュース」について 

 １）3年に一回発行され、同窓会員全員に配布されているが、返送される枚数が多く、

事務局が苦慮している。 

 ２）通信費・印刷代が高騰している。 

  上記１）・２）の主な理由より、「同窓会ニュース」は会員への配布は不要とし、印

刷会社への依頼も行わない。ホームページ内に掲載するが、各厚生連看護部長、他

必要部署には配布する。 

 ３）今年度の発行依頼について、記事や写真掲載については、前回「同窓会ニュース」

に掲載した事業所を交替し依頼する。 

 ４）ホームページの「同窓会」から閲覧していただく旨を「厚生連ながの」看護専門

学校のページ内に表記する。（約 1年間 2025年度まで） 

 

２．同窓会総会の開催方法について 

 １）役員と連絡員とで開催（今期は連絡員の希望にて、リモート形式とする。） 

 ２）前期同様、総会の決議については、QRコード・URL・学校のメール宛てへの連絡

を用いて返信していただくこととする。 

 ３）決議内容は以下とする。 

  ①第 25期事業報告 

  ②第 25期会計報告 

  ③佐久総合病院看護専門学校同窓会会則の変更 

 ４）決議の結果は、佐久総合病院看護専門学校のホームページへ掲載し報告する。 

 ５）ホームページへの掲載は総会終了後～12月中までに行う。 

 

３．佐久総合病院看護専門学校同窓会会則の見直しについて 

 １）役員の人数について 

 ２）事務局員は。学校に在籍する卒業生より選び→在籍する教務より選びに変更 

 

 

４．次期同窓会長選出の順番は役員会での提案で了承 

 佐久→北信→安曇→松代→鹿教湯→小諸→南長野→富士見→下伊那 

 

※次期会長は、小諸 土屋新会長 


